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平成26年９月橋本市議会定例会会議録（第２号）その８ 

平成26年９月８日（月） 

                                           

                                        

○議長（石橋英和君）順番７、１番 今城君。 

〔１番（今城敏仁君）登壇〕 

○１番（今城敏仁君）ただ今、議長のお許し

をいただきましたので、通告に従い、３点質

問させていただきます。 

 まず、各地で起こっております豪雨災害で

被害に遭われた皆さま方にお見舞いを申し上

げます。特に、広島市においては72名の方々

がお亡くなりになり、２名の方がまだ見つか

っておりません。亡くなられた方々のご冥福

をお祈りするとともに、一刻も早く見つかり

ますように、そして、今なお避難生活をして

いらっしゃる方々が元の生活に一刻も早く戻

れますように願っております。 

 ８月１日に菖蒲谷の普賢寺で、やそしま丸

遭難事故50回忌にお参りをさせていただきま

した。家内の友人の旦那さんが、その船で事

故に遭ってお母さんと妹さんを亡くされてお

ります。彼の50年はとても言葉では言いあら

わせない時間であったろうと思います。先日、

奥さまがお見えになり、「お参りありがとうご

ざいました」とごあいさつをいただきました。

旦那さんはいかがですかとお伺いしたところ、

気持ちの一区切りがついたようですとおっし

ゃっていました。このような事故が二度と起

きないように願うとともに、亡くなられた19

名の方々のご冥福をお祈りします。 

 それでは、通告に従いまして、１番目の、

高野口を中心にした地場産業の振興について

質問いたします。 

 高野口のパイル織物の歴史は、明治10年に、

織物業に携わっていた前田安助氏が、大阪の

商館で目に入れたスコットランドで生まれた

シェニール織を参考にして独自に織り方を創

案した「再織り」と名付けた織物から始まり

ました。明治の揺籃時代から今日まで140年の

間、明治、大正、昭和、平成と４代にわたる

時代を風雪に耐え、生き抜いてきました。幾

多の山坂がありましたが、通貨等の問題など

で物づくりが海外で行われるようになった20

年ぐらい前から、業績が極端に悪くなり、事

業所数も毎年毎年減る傾向にあります。しか

し、私は高野口の物づくりは世界一だと思っ

ております。 

 先月の８月18日、19日に、経済建設委員会

で岡山県の総社市と真庭市に行政視察に行っ

てまいりました。橋本から南海電車に乗り難

波に。難波から市営地下鉄で新大阪に。新大

阪からは新幹線のぞみ号で岡山駅へ。そして、

伯備線で総社市へ。その後、伯備線から姫新

線に乗り継ぎ真庭市に入りました。どの電車

のシートも高野口で生産された「モケット」

という生地が使われていて、耐久性にすぐれ

た高品質な織物であることを再確認しました。 

 「橋本市産業基本条例」にありますように、

「産業の振興は、グローバルな観点から、事

業者自らの創意工夫及び自助努力を基に、事

業者、経済団体、市民及び市が協力し、総合

的なまちづくりを推進していくことを基本理

念とする。」とあります。 

 市長におかれましては、広報６月号で、地

場産業振興センターを活用し、関係団体、企

業に参加を呼びかけ、「チーム橋本」として民

間行政が一体となって橋本市を全国、海外へ

売り出してまいりますとおっしゃっておられ

ます。地場産業振興センターを活用されて「チ

ーム橋本」として、今後どのような政策を進

めていかれますか。お聞かせください。 
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 ２番目は、バイオマスエネルギーの活用に

ついてでございます。 

 国家戦略本部「2030年の日本」検討・対策

プロジェクトの中間報告の中に、「環境の変

化」、「森林の果たす役割が大きくなり、合理

化された林業・バイオマスエネルギー産業が

発展し、地方に雇用を生む。」とあります。橋

本市の基本目標３、「豊かな自然と共生する均

衡あるまちづくり」の中で、循環型社会を形

成する再生可能エネルギーの普及の推進とあ

りますが、山間部に位置する橋本市は、木質

バイオマスの原料である資源が豊富にある地

域です。環境に負荷のかからない循環型社会

を形成するために、太陽光発電システムやバ

イオマスエネルギー、地熱発電、風力発電な

どを使い、「化石燃料から持続可能な多様な資

源エネルギーへの変換」が必要ではないかと

考えます。橋本市も木質バイオマスエネルギ

ーのあり方を考えてはいかがですか。 

 ３番目は、橋本市長期総合計画、後期基本

計画について。 

 ＨＭＰ48の活動について、どのような活動

をされて、後期基本計画にどのように反映さ

れておられますか。お聞かせください。 

 以上でございます。 

○議長（石橋英和君）１番 今城君の質問項

目１、地場産業の振興に関する質問に対する

答弁を求めます。 

 経済部長。 

〔経済部長（笠原英治君）登壇〕 

○経済部長（笠原英治君）地場産業の振興に

ついてお答えします。 

 アベノミクス効果の浸透により、景気回復

のすそ野が広がり、景況感が緩やかに持ち直

しつつあるものの、市内事業者の多くは依然

として厳しい状況下にあります。 

 そこで本市では「地場産業の振興と企業誘

致に取り組み、地域経済の活性化と雇用拡大

を図り、元気なまちづくりに取り組む」こと

を市長の重点政策と位置付け、新産業の創出、

新商品の開発、地場産品・特産品のブランド

化、販路開拓等に取り組んでいく意欲ある農

業者・企業等を支援していきます。そのため、

さきの６番議員の質問にも答弁させていただ

きましたが、本議会において橋本市産業振興

基金を活用できるよう条例を改正し、新たな

補助金を創設することとあわせて準備を進め

ています。 

 さらに、本市特産品等のＰＲ・販売を促進

するため、ふるさと納税、橋本応援寄附金を

拡充し、市内の経済団体及び事業者と一体と

なって、本市の魅力ある「ふるさとプレゼン

ト」を選定しているところです。 

 また、本市の伝統産業であるパイル織物及

び再織りは、世界的に見ても非常に品質の高

いものでありながら、地域ブランドとしての

認知度がまだまだ低いのが課題です。現在、

本市が牽引役となって、既存産業の地域ブラ

ンドを商品化するために企画・販売にすぐれ

た事業者とのマッチングを支援し、再織りの

最終製品化に向けて産官連携して取り組んで

いるところです。 

 平成27年度からは（仮称）橋本営業推進室

を橋本市地場産業振興センターに設置し、行

政と民間団体が一体となって取り組む「チー

ム橋本」が、意欲のある事業者に対して、ブ

ランド化の支援など地場産業の活性化を推進

してまいります。 

○議長（石橋英和君）１番 今城君、再質問

ありますか。 

 １番 今城君。 

○１番（今城敏仁君）ご答弁ありがとうござ

いました。 

 ただ今ご答弁いただきましたが、せんだっ

て４日ですか、安倍内閣、第二次内閣が組閣

されまして、石破地方創生大臣が生まれたわ
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けでございますけれども、これからがアベノ

ミクスの効果が地方のほうに波及してくるん

ではないかというふうに思っておりますけれ

ども、我々高野口の、この業界にかかわって

おる者は、せんだっても和歌山県の有効求人

倍率が26年ぶりに1.0を超えたというふうな

発表がございましたけれども、この我々の業

界におきましては、その有効求人倍率という

よりも、そこに働く場所がないぐらい、それ

ぐらい、この織物の関係の業界は厳しい状況

にございます。 

 当局といたしましては、このアベノミクス

効果の地方波及及び効果の成果の認識という

ところで、もう一度ご答弁をいただきたいと

思います。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（笠原英治君）ご質問にお答えし

ます。 

 ４月の消費税導入後、個人消費をめぐって

地方の回復力の弱さが非常に鮮明になってお

ると考えております。都市部に比べて賃金上

昇が相対的に弱いことに加えて、ガソリン価

格の上昇などが消費心理を冷え込ませて、消

費全体の弱さにつながっていると思います。 

 物価は地方ほど上昇が目立っていると感じ

ますし、地方では家計の支出のうち、ガソリ

ン代や電気代の占める割合が高く、物価を大

きく押し上げているように感じております。

賃金よりも物価が大きく上がった地方では、

消費の停滞が長引くおそれがあると感じてお

ります。 

 そういう意味でも、ただ今議員のほうから

ありました、新たな内閣改造により、地域創

生大臣が就任されたということに対して期待

しておりますし、これから安倍総理の、これ

は生命線になってこようかと感じております。 

○議長（石橋英和君）１番 今城君。 

○１番（今城敏仁君）どうもありがとうござ

います。 

 我々もその辺のところ、期待しております

ので、どうか今後とも我々の産地に対しまし

ていろんなご助言、また、ご協力をお願いし

たいと思います。 

 そこで、先ほどもちょっと壇上でお話した

んですけども、我々の産地は素材産地でござ

いまして、いいものをつくりながら、一つも

我々の高野口という名前が前に出てきません。

そこがやっぱり私、一番ネックになっている

ところではないかと思います。いろんな補助、

助成、橋本市、和歌山県に後押しをしていた

だいて、東京、また海外で展示会等も行って

いるんですけども、私思うところ、先ほど森

下議員のほうからもございましたように、

我々素材産地であるがゆえに、我々のほうか

ら提案型の商売ができていなかったというの

が一番のネックではなかろうかと思います。 

 先ほども、ほとんどの電車、バスのシート

は今も高野口のほうでつくってございます。

大手に入りますので、我々がいいものをつく

っても、その名前が全国には届いてございま

せん。それから、きのうもちょっとあったん

ですけども、高野山のほうでちょっと再織り

の説明をしておりますと、皆さん、「さをり織

り」ですかとおっしゃるんです。「さをり織り」

という厚生労働省が推し進めたいう施設で、

体の不自由な方でも織れるということで、か

なりすそ野が広がって「さをり織り」が有名

になっているので、ちょっと言葉が似てます

ので、「再織り」とは「さをり織り」ですかと

おっしゃるんです。その辺のところもまた皆

さんもぜひ織物の知識、認識をしていただい

て、ご説明をしていただけるようであればう

れしく思います。 

 それから、せんだって真庭市に行ったとき

に思ったんですけども、真庭市役所に入りま

すと、２年前にできた庁舎がございます。入
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りますとすぐに自動車、ヒノキでつくった木

製の自動車が置いてございました。それから、

それぞれの受付のカウンターは全てヒノキで

つくられてございます。そして、エレベータ

ーに乗りますと、エレベーターの横の壁です

か、あれもヒノキを使われる。議事場に案内、

見せていただきますと、全てヒノキでつくら

れてございます。そこに入りますと、「あ、こ

のまちは木材、材木の、木材業が盛んなまち

やな」ということは一目でわかりました。 

 ぜひ、この橋本市も、高野口のパイル織物

のモケットという素材で椅子張り、それこそ

国会議事堂の椅子から始まりまして、サント

リーホール、その他いろいろな公共、また文

化施設では高野口の織物が使われてございま

す。このこもとの橋本市で、どこの場所へ行

ってもその生地を目にすれば、橋本は織物の

まちやな、高野口は織物のまちやなというこ

とを理解していただけると思います。ぜひ、

その辺のところ、まあ予算もかかってくる、

予算の問題もあると思うんですけども、その

辺のところ、市長、いかがでございますか。 

○議長（石橋英和君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）今城議員の質問にお答

えします。 

 本当にそうやとは思います。ただ、この橋

本市のところにすべて再織りを使うというこ

とはなかなか難しい側面もあります。今、市

長室であるとか市役所内部にも、これはパイ

ル織物を使っておりますというふうなことを

告知しております。 

 これから、私がなぜ「チーム橋本」として

地場産業振興センターをつくるのかというと、

特に高野口のパイル織物の再織りにつきまし

ては、やっぱり素材産業であると。これは間

違いなくそうなんです。そして、それがゆえ

に完成品じゃないから、展示会でオーダーさ

れても、そのシーズンが来たときにそれが果

たして製品に変わるかというのが、やはり流

行的な流れもありますから、それは難しい側

面もあるというふうに認識してます。 

 先ほども答弁させてもらいましたように、

今、ｓｔｙｌｅ Ｙ２という東京の事業者に

今お願いをして、高野口の素材を使った新し

い商品ができませんかというふうな取り組み

をさせていただいています。間もなく提案も

あると思いますし、これは高野口だけじゃな

くて、へら竿もそうなんですけども、伝統的

工芸品に指定された竹細工の技術をいかに生

かしていくかということも、これは同時に今、

考えているところであります。 

 私どもとしても、この地域の産品をいかに

して、いいものをいかにして発信していくか

という課題を常に持っています。私も物を売

る仕事をしておりました。特にアパレル関係

の仕事をしておりましたので、展示会等に行

って素材とかを見てましたけども、いざでき

上がってきたときに、その素材でつくったも

のが売れるか売れへんかというのは、やっぱ

りそのときにならないとわからないし、これ

はちょっと流行的なもので無理ですよという

ことで、逆に商品化されないケースもありま

すので、やっぱりこれからというのは、そう

いうふうに半製品から製品化していくという

流れをしっかりと考えていくというのが大事

やと思います。 

 もう一つは、パイル織物、再織りというす

ばらしい技術を使った製品を異業種のほうに

考えていくことができないかということも、

これから考えていくことでは必要ではないか

と。例えば、公共事業のそういう中で、この

技術を使った素材で新商品を開発していくと

いう部分も、これ、大変大事なことやと思い

ます。 

 今まで橋本市見てたら、商工会、商工会議
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所も、どちらかというとばらばらの取り組み

をしてました。そういうことはもうこれから

はやめようよと。私どもとしては、やはり民

間の皆さんと一緒に、この橋本市のすばらし

いものを全国へ発信していきたいということ

で、これからは商品の発見もせなあかんので

すけども、そういうのをしっかりとやってい

きたいというふうに思ってますし、10月から

２人、県のほうへ研修に行かせますし、今考

えているのは、県から１人送り込んでもらお

うかなということも、今現在、県の人事課長

とも話をさせてもらってます。 

 これは、もうばらばらでやるんじゃなくて、

地場産業振興センターを中心として、地域の

皆さんとも、企業の人もそうですし、商工会、

商工会議所もそうですし、その他先ほど５番、

６番議員からも起業家の話もありましたけど

も、そういう中で、地域おこし協力隊がいい

のか、逆に今回条例提案させてもらっている

民間人の採用をしていくのがいいのかという

ことも、これから十分議論した上で、来年４

月から稼働していくように考えておりまして、

なかなか二、三年はかかるかなというふうに

は思ってますけども、そういう面で、橋本の

いいものを売り出していくということも考え

ておりますので、まだなかなか具体的にはと

言われますと、とにかくいいものの発見とい

うのが大事やと思いますので、ご理解をお願

いしたいと思います。 

○議長（石橋英和君）１番 今城君。 

○１番（今城敏仁君）ありがとうございまし

た。お聞きしようと思っておったこと、先に

ご答弁いただきまして、ありがとうございま

した。 

 今、市長のほうからご答弁がございました

んやけど、先ほど森下議員が言ったように、

我々産地でおりますと、あるものがあって当

たり前やという感覚になってございまして、

よその方の感覚、第三者の目が一つも今まで

かかわってこなかったわけでございます。最

終製品をつくったり、地域のブランド製品を

つくるのに、先ほど、地域おこし協力隊をと

いう森下議員の質問がございましたけども、

私もそのとおりであるというふうに思ってご

ざいます。 

 そこの場所におるとわからない、昔から、

何年か前から地域をおこすには、よそ者、若

者、ばか者がいなければ地域は活性化しない

ということがございました。多分、この地域

おこし協力隊はよそ者になるであろうと思い

ます。それから、ばか者は、最盛期には、三

十数年前には400軒から500軒、この業界にか

かわっていたわけでございますけれども、今

はもう多分40軒から50軒の間やと思います。

私、今もそうやって頑張っておる企業なり機

屋は、ばか者やと思います。我々も含めてそ

うやと思います。ですから、ここにまた若者

もかかわっていただいて、この明治以来続い

てきた、先人が築き上げたこの織物のまちを、

我々ここで灯を消すわけにはいきません。民

民の経済活動でございますので、行政に何し

てくれ、あないしてくれというのもおこがま

しい話でございますけれども、ぜひそういう

ところでよそ者の目を、また、この地域おこ

し協力隊等々使って、また、いろんな助成金

等で、そういう方々がこの我々の地域にかか

わっていただけたらうれしいかなというふう

に思っております。 

 それと、先ほどちょっと言い忘れたんです

けども、とにかく我々この産地であるのに、

橋本の人、高野口の人もどんなものをつくっ

ているか知らないんです。ですから、10月に

は、また原宿のほうでぷわぷわ展、開催され

るようですけれども、そのような同じような

企画で、一度また産業文化会館等を利用して、

この地域の人にぜひ、この高野口の織物はこ
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ういうふうな織物をつくっていて、こういう

ふうなところに利用されているということを、

私はＰＲできたらなと思います。一番、最終

消費者の方が、またこういうふうな使い道が

あるよというアイデアをいただくのが一番あ

りがたいかなと思います。 

 そういうところで、また行政の橋本市にお

かれましては、我々の業界にいろいろとまた

後押ししていただきますようにお願い申し上

げまして、この１番目の質問を終わらせてい

ただきます。 

 以上でございます。 

○議長（石橋英和君）次に、質問項目２、バ

イオマスエネルギーの活用に関する質問に対

する答弁を求めます。 

 経済部長。 

〔経済部長（笠原英治君）登壇〕 

○経済部長（笠原英治君）木質バイオマスエ

ネルギーの質問についてお答えします。 

 バイオマス資源については、家畜ふん尿・

食品廃材・生ごみを使う廃棄物系バイオマス

と、飼料作物・わら・間伐材を使う未利用バ

イオマスがあり、どちらも再生可能エネルギ

ーの資源となります。 

 再生可能エネルギーは、バイオマス以外に

も太陽エネルギー、水力発電、風力発電、地

熱発電などがあります。木質バイオマスのメ

リットは、他の再生可能エネルギーと同様、

化石燃料の削減、地球温暖化防止への貢献、

廃棄物処理費用の削減等があり、それに加え

て健全な森林の育成、保水、防災効果等があ

ります。逆に木質バイオマスのデメリットは、

伐採、搬出、運搬の困難性、資源の安定供給、

木材の含水率・サイズ等の不均一による規格

成型、加工処理場の臭気等が課題です。 

 木質バイオマス事業の取り組みは、事業者

だけでは推進が困難であり、議員おただしの

森林組合はもちろん、農林関係事業者・団体、

その他商工団体、行政、そして市民の理解、

協力のもとに成立するものと考えられます。 

 岡山県真庭市では、バイオマスタウン構想

を立案し、まちが一体となってバイオマス利

用に取り組んでいます。 

 橋本市が真庭市と同様に木質バイオマス事

業を考えてはどうかというおただしですが、

森林面積が7,746haもあるという本市の地域

性、森林の状況を考えると有効であると考え

ますが、エネルギーインフラが比較的安定し

ている橋本市の状況で、中小企業の代替エネ

ルギーへの利用転化投資も厳しく、大規模住

宅開発地のエコタウン化や、新たな公共施設

の再生エネルギー利用など、大きな需要の見

込みが将来予測できない中での取り組みは、

非常に難しいと考えられます。 

○議長（石橋英和君）１番 今城君、再質問

ありますか。 

 １番 今城君。 

○１番（今城敏仁君）ご答弁ありがとうござ

います。 

 今、部長ご説明のとおり、私もこの木質バ

イオマスを調べれば調べるほど、いろいろと

長所・短所がございます。 

 ちょっとここに、せんだって、それこそ真

庭市の本庁舎、エネルギー棟というのがござ

いまして、この真庭市は木質バイオマスで空

調をやっているそうでございます。お伺いし

たところ、空調を重油で、化石燃料の重油で

やりますと、だいたい年間800万円から900万

円ぐらいがかかるそうでございます。そして、

この木質のバイオマスのボイラーでチップと

それこそペレット、本体はペレットで動かし

て、予備にチップで稼働させているそうでご

ざいますけれども、そのチップ、ペレット等

の材料費で年間400万円から500万円かかると

いうそうでございます。そして、このボイラ

ーの保守点検に県内の業者が来て保守点検す
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るのに、年間で約80万円ぐらいかかるという

ことでございます。単純に計算しますと、重

油でやるよりも300万円前後が安くなるとい

うことでございます。 

 しかし、このボイラーを敷設するのに約２

億2,000万円かかってございます。国の補助が

半分ですので、１億1,000万円がかかるわけで

ございます。単純に計算して300万円、その１

憶1,000万円を我々商売人で言う償却しよう

と思ったら、40年という時間がかかるわけで

ございます。 

 そういうふうな採算面で考えると、やはり

コストが高くつくというところもデメリット

やなというふうに思ってございます。しかし、

そういうことよりも持続可能な、それこそ地

域をめざすのであれば、やはり循環型のそう

いうふうなエネルギー、先ほど部長がおっし

ゃいました太陽光、いろんな多様なエネルギ

ーを考えていくというのも一つではないかと

思います。 

 ここに、この間行った真庭の銘建工業とい

う、これは2011年にＮＨＫのエコチャンネル

でやっていた「里山資本主義」という番組で

出られてた社長さんの会社でございますけれ

ども、そこが今度は、集成材最大手でござい

ますけれども、真庭市など官民９団体は４日、

間伐材など木質バイオマスを燃料とする発電

会社「真庭バイオマス発電」を設立したと。

出力は木質バイオマスで国内最大の１万kW、

2015年４月の稼働をめざす。未利用資源の活

用に加え、地域の雇用拡大につながる取り組

みとして注目を集めそうだという、云々載っ

てございます。資本金は２億5,000万円で、こ

の銘建工業が66％出資して、真庭市が3,000

万円出資する。そして木材事業協同組合、森

林組合、地元の木材関連団体も企業参加する

ということでございます。総事業費は41億円

で、補助金で16億円借り入れて23億円を調達

するとなってございます。 

 これのメリットといいますか、そこに書い

てある社長の言葉ですけども、このシステム

を使って、結局何が一番大事かといいますと、

雇用が200人から300人生まれるということで

ございます。山から木を搬出する、またそれ

を集めてペレット化するとか、そういうとこ

ろで雇用が生まれてくるわけですね。やっぱ

り雇用が生まれるということは、そこに人が

また定着する。今一番問題の少子高齢化、だ

んだん人が減ってくるというよりも、ここに

雇用を生んで、またこの地域を活性化させた

いと。これは単なるお金もうけだけでなく、

この社長の哲学、基本はやはりそこにあると

思うんです。やはりこういうふうに成功して

いる町、村では、やはり核になる方がいて、

そこにいろんな形で各種団体が協力して地域

をおこしていく。このやはり橋本も、そうい

う意味では今後こういうふうな形でバイオマ

スを、どういうふうになるかもわかりません

けども、考えていかれてはいかがかなという

ふうに思います。 

 それぞれがそれぞれの地域でいろんなこと

をやってございます。九州のあの霧島酒造、

皆さんお飲みになったら、焼酎の黒霧島をつ

くっている会社でございますけれども、ここ

も芋焼酎の製造過程で芋くずや焼酎かすを使

ってバイオマス発電をしてございます。自社

のボイラー等もそれで熱源をつくってござい

ますし、それから始まって、今度はまた、も

う少しその施設を拡大して、このできた電気

を九州電力へ年間で約１億5,000万円売電す

るという計画らしゅうございます。 

 やはりそういうふうに、我々この地域・地

方は、循環する社会をめざしていかなければ、

今後生き残れないと私は思います。その辺の

ところ、いかがでございますか。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 
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○経済部長（笠原英治君）ただ今の議員のお

ただしについてお答えします。 

 確かにバイオマスの利用というのは、循環

型社会を形成していく上で非常に大事な部分

やと感じております。 

 実は橋本市もそれがまったくないんじゃな

くして、廃棄物処理の発電という意味では広

域のごみ処理場、ここが年間約292万kWの電気

を発電しております。今、関西電力のほうに

逆潮流、この間までできなかったんですが、

現在できるようになり始めて、近々メーター

をつけて関電のほうに売っていく、そういう

状況をつくっていくようです。 

 今、ごみ処理場の使用電力量が年間402万kW、

約402万kWと言われてますので、70％ほど自分

とこのごみ処理場によって生まれてくる電気

で稼働できるという、そういう状況ができま

す。 

 このバイオマス、これ以外についても非常

に有効であると思うんですが、こういった需

要をしてくれる大きな企業が、初期投資の段

階でバイオマス発電とか、ほかの利用する、

そういう設備をつくっていくんであれば割と

スムーズにいくと思うんですが、もともと関

電から受電した状態のそういった設備を、こ

のバイオマス発電に切り替えていくというこ

とについては、非常に投資が必要になってこ

ようかと思います。 

 また、その木質バイオマスであれば、そう

いった資源をどうやって調達していくか。森

林組合なんかにも当然協力してもらいながら

するにしても、チップ化やペレット化してい

くのは、今の状況では非常に難しいと思いま

す。 

 さらに、ちょっと先ほどの答弁でもお話さ

せてもらったように、大きな住宅開発地が今

後あって、そこの部分だけエコタウンにして

いって、もうそういう関電の受電はやめて、

自分ところで災害があったときにでも発電し

ながら自力で生活できるんやと、そういうま

ちが形成できるような、そういう状況になれ

ば、こういったバイオマスの事業というのは

非常に有効になってこようかと思います。 

 ただ、現状なかなか開発が進んでない状況、

住宅開発が進んでない状況とか、今の中小企

業の状況を見ますと、なかなか投資的な部分

でも厳しい状況ではないかなというふうに感

じております。 

 以上です。 

○議長（石橋英和君）１番 今城君。 

○１番（今城敏仁君）ありがとうございます。 

 それから、私もその辺のところ、わかって

て質問させていただいておるんですけども、

このお隣のまちの河内長野市、それからお隣

の五條市は、バイオマスタウン構想として協

議会をつくっていろいろと動いているみたい

なんですけども、本市もそういうふうな意味

で、そういうふうな協議会をつくってバイオ

マスエネルギーについて考えていくというふ

うなお考えはございませんか。市長、ちょっ

と済みません。 

○議長（石橋英和君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）今城議員の質問にお答

えをします。 

 今、河内長野市、五條市、橋本市として３

市協ということで広域連携に取り組んでおり

ます。私も勉強不足で、その辺については全

く知りませんので、一度どういう状況にある

のかというのは確認をしていきたいと思いま

す。 

 私も、バイオマスについては、県議会議員

のときに大分県の日田市やったと思いますけ

ども、行ってまいりました。やっぱり基本的

にあるのが、林業の盛んなところ、また、製

材所があるというふうな、かなりの条件が必
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要かなというふうに思っています。 

 で、橋本市において、そしたら林業の従事

者がどれぐらいいてるかというと、本当にも

う寂しい限りで、橋本市の山については、な

かなか手を付けていない場所も多いというよ

うな問題もあるし、現在、製材所というのも

ほとんど存在をしてないように認識をしてい

ます。そういう意味で、また、やはり先ほど

部長が答弁しましたように、そこを引き受け

てもらえるような企業が果たして木質バイオ

マス事業についてこの橋本市を見たときに、

損益が乗ってくるんかという問題も十分検討

しないといけないと思います。 

 補助金があるからやるという考え方ではな

くて、本当にそういう、需要として利益が上

げられるようなものであれば検討に値すると

いうふうには思いますが、現状ではなかなか

環境的には非常に難しいのかなというふうに

思っています。 

 今、五條市と河内長野市がやられていると

いう、構想を持っておられるということなの

で、一度どういうことをやられているのかと

いうことも含めて、また三市で一緒にできへ

んかなというような広域的な取り組みもあっ

てもいいのかなというふうに思いますので、

ちょっと時間をいただければなと思います。 

○議長（石橋英和君）１番 今城君。 

○１番（今城敏仁君）ぜひ、そのように今後

お考えをいただきたいというふうにお願い申

し上げまして、この２番の質問を終わらせて

いただきます。 

○議長（石橋英和君）次に、質問項目３、橋

本市長期総合計画の後期基本計画に関する質

問に対する答弁を求めます。 

 企画部長。 

〔企画部長（北山茂樹君）登壇〕 

○企画部長（北山茂樹君）橋本市長期総合計

画後期基本計画とＨＭＰ48の活動についてお

答えします。 

 現在、本市は平成20年度から10年間のまち

づくりの羅針盤として策定した長期総合計画

に基づき施策を推進しているところであり、

また、平成25年度から後半５年間のまちづく

りの主要課題とその対応施策について後期基

本計画に反映させています。 

 この後期基本計画は、「人や企業に選ばれる

まちづくり」と、それを可能にする「持続可

能な行財政運営」を両輪とし、これに対応し

た施策を展開していく必要があるとしていま

す。 

 ＨＭＰ48の活動は、後期基本計画の両輪と

した施策を展開する一助となるよう、四つの

柱と八つの分野を設けて、「今後のまちづく

り」と「それを補う財源の確保」について具

体的な提案を行っていこうとする取り組みで

あり、期間を最長３年に限定し、昨年度より

取り組んでいるところです。昨年度は六つの

プロジェクトを立ち上げています。 

 各プロジェクトの活動内容についてですが、

一つ目のＫＮＷ、これは京奈和の頭文字をと

ったものです。「ＫＮＷ Studying Project」

は、関西大環状道路の一部を形成する京奈和

自動車道の開通を好機ととらえ、「京都学」「奈

良学」「和歌山学」などについて学識経験者も

交えながら調査、研究を行い、将来の橋本市

の魅力あるまちづくりを戦略的に創造し、提

案することを目的としたプロジェクトです。 

 二つ目の「チャリde橋本」ですが、近年、

健康づくり等を目的として、自転車に乗る人

が増えています。また橋本市は、北は金剛・

葛城山地、南は霊峰高野山に囲まれ、市の中

央を東西に紀の川が流れており、大変自然に

恵まれた環境にあります。そんな橋本市の魅

力をチャリ、いわゆる自転車を使って再発見

し、魅力ある橋本市をＰＲし、地域振興や定

住促進に活用することを目的としたプロジェ
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クトです。 

 三つ目の「ＨＡＳＨＩＭＯＴＯ No.１計

画」ですが、田舎で何もないと日々感じてい

る「当たり前の生活」の中から、自分たちが

気づいていなかった「魅力」を再発見し、心

豊かに生活できるライフスタイルが実現可能

なまちづくりをめざします。主に若者世代を

ターゲットにした、定住促進や市の情報発信

に活用できるコンテンツの作成等に取り組む

プロジェクトです。 

 四つ目の「庁内業務の近未来プロジェクト」

ですが、昨今の課題として、地方公共団体は

庁内業務の運用コストの削減を図りながら、

一方では多様化・高度化する住民ニーズへの

対応を図っていく必要があります。これらの

相反する課題の解決策として、他自治体で実

施しているアウトソーシングの導入について、

先進事例等を参考にしながら検討していくプ

ロジェクトです。 

 五つ目の「ハコモノわくわく探訪プロジェ

クト」ですが、人口減少、少子高齢化をはじ

め施設の老朽化や東南海、中央構造線地震に

対する備え、財政難など、近年の公共施設を

取り巻く課題は山積しています。そこで、橋

本市公共施設の現状を把握した上で、公共施

設の今後のあり方について、若者目線を生か

した検討等を行うプロジェクトです。 

 六つ目の「スッキリ！快ＺＥＮプロジェク

ト」ですが、職員自らが創意工夫により、業

務の効率化、職場環境の向上、財政運営の向

上などに一層取り組むことで、全庁的に波及

させ、市民満足度と職員満足度を高めること

を目的としたプロジェクトです。 

 平成25年度の活動実績としては、「今後のま

ちづくり」として、サイクリングロードマッ

プの作成、自転車を使ったアウトドア型の婚

活イベントの提案、地域資源を生かした定住

促進対策や外国からの知名度を高めるための

提案、京奈和自動車道・国道371号の開通を見

据えた将来の橋本市の姿、つまり、本市は住

んで良いところ「便利な田舎」として情報発

信していく提案などを行いました。 

 また、「それを補う財源の確保」として、庁

内窓口業務のスマートストップ化に対する提

案、本市公共施設、いわゆるハコモノの現状

を分析し、今後の更新費用等に係る課題を取

り上げ、独自の提案を行いました。この活動

資料は、公共施設等総合管理計画に活用でき

る成果品となっています。また、業務改善の

手引書「スッキリ！快ＺＥＮハンドブック」

を作成し、その一部について実践を行い、庁

内業務全般に広げる取り組みを行いました。 

 チーム員の平均年齢が30歳前半と若い世代

で構成され、また、通常業務とは異なり、各

部署を超えた職員同士の横断的なつながりも

あり、この活動の過程で得られる成果も大き

かったと考えています。また、今年度から、

六つのプロジェクトに加え、戦略的な情報発

信に特化し、橋本市を売り込むためのノウハ

ウを調査・研究することを目的とした「橋本

市営業部シティセールス推進課」プロジェク

トを新たにスタートさせており、計七つのプ

ロジェクトを鋭意進めているところです。 

 今後の取り組みとしては、それぞれのプロ

ジェクトにおける提案を深く掘り下げ、計画

の整理と試行、導入に向けた実効性の検証、

そして新たな提案に取り組むこととしていま

すので、ご理解をお願いします。 

○議長（石橋英和君）１番 今城君、再質問

ありますか。 

 １番 今城君。 

○１番（今城敏仁君）ご説明ありがとうござ

いました。 

 私、恥ずかしい話ですけども、議員になっ

てはじめて橋本市の長期総合計画を見たわけ

でございます。それからほうぼうの長期総合
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計画を見ておりますと、だいたいどこも同じ

ようなことが書いてございました。 

 その中で、このＨＭＰ48のコンピュータで

見ておりますと、なかなか楽しく若い目線で

いろんなことを考えられておられて、あ、こ

ういう若い人がいるんやと。これをもっとも

っと橋本市のために彼らが、仕事が終わって

からとかいうふうに書いてございましたけれ

ども、この橋本市のために、若い力でそうい

うふうなプロジェクトを頑張っていただきた

いなというふうに思ったわけでございます。 

 それから、先ほど言いました我々の産地の

高野口も、その若者にまたかかわっていただ

きまして、また我々が気づかない方向性をご

助言いただけたらありがたいなというふうに

思います。 

 以上でございます。ありがとうございまし

た。 

○議長（石橋英和君）１番 今城君の一般質

問は終わりました。 

                     

○議長（石橋英和君）お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ延会し、明

９月９日午前９時30分から会議を開くことに

いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決しました。 

 本日は、これにて延会いたします。 

（午後４時51分 延会） 

                                           

 


